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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年３月15日付で提出した有価証券届出書（訂正を含む。）の記載事項のうち、売出券面額の総額
および売出価額の総額が決定しましたので、関連する事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するもの
であります。

 

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第２　売出要項

１　売出有価証券

売出社債（短期社債を除く。）

２　売出しの条件

 

３ 【訂正箇所】

訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。

 

第一部 【証券情報】

第２ 【売出要項】

１ 【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

＜訂正前＞

銘柄
売出券面額の総額または

売出振替社債の総額
売出価額の総額

売出しに係る社債の

所有者の住所および

氏名または名称

ソシエテ ジェネラル 2021年

４月13日満期 早期償還条項

付 ノックイン型日米２指数

（日経平均株価・S&P500指

数）参照デジタル・クーポン

円建社債（以下「本社債」と

いう。）

12億円（予定）

(注１)

12億円（予定）

(注１)

あおぞら証券株式会社

東京都千代田区九段南一丁目

３番１号

（以下「売出人」という。）

（中略）

本社債の利率は以下のとおりである。(注２)

(1)　2016年４月13日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2016年７月13日（以下「固定利払

日」という。）（同日を含まない。）までの利息計算期間（以下に定義する。）について：　年率5.30％

(2)　2016年７月13日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（以下「変動利

息計算期間」という。）について：　以下に従って決定される利率

(ⅰ)　計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率決定日に

おけるすべての対象指数に係る対象指数終値が当該対象指数に係る利率判定水準と等しいか、または

それを上回る価格であったと決定した場合：　年率5.30％

(ⅱ)　計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率決定日に

おける少なくとも１つの対象指数に係る対象指数終値が当該対象指数に係る利率判定水準を下回る価

格であったと決定した場合：　年率0.10％

「変動利払日」、「利率決定日」、「対象指数」、「対象指数終値」および「利率判定水準」の定義につ

いては下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本書における定義」を、本社債の利息の計算の詳細

については下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の概要、(1) 利息」を参照のこ

と。

本社債に係る利息の支払いは以下のとおりである。(注２)
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利息は利息起算日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの期間について、上記利率を付し、

2016年７月13日を初回として、満期日（同日を含む。）までの期間、毎年１月13日、４月13日、７月13日およ

び10月13日（以下「利払日」という。）に、利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前の利払日

（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの期間（以下「利息計算期間」という。）につい

て後払いする。

本社債の満期日は2021年４月13日であり、修正翌営業日規定（以下に定義する。）により調整される。(注２)(注

３)

（中略）

本社債は、2016年４月12日（以下「発行日」という。）に、ソシエテ ジェネラル（以下「発行会社」または「ソ

シエテ ジェネラル」という。）の債務証券発行プログラム（以下「本プログラム」という。）に関し、発行会社

および財務代理人たるソシエテ ジェネラル バンク アンド トラスト（以下「財務代理人」という。）その他の当

事者により締結された2015年10月26日付変更改定済代理契約（以下「代理契約」という。）に基づき、ユーロ市場

で発行される。本社債は、本社債が大券によって表章され、ユーロクリア・バンク・エス・エー／エヌ・ヴィ（以

下「ユーロクリア」という。）および／または（場合により）クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニ

ム（以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。）によって保管されている間は、発行会社その他の当事

者によって署名された2015年10月26日付約款（以下「約款」という。）の利益を享受する。本社債は、いずれの証

券取引所（有価証券の売買を行う金融商品市場を開設する金融商品取引所または外国金融商品市場を開設する者を

いう。以下同じ。）にも上場されない予定である。(注２)

(注１)　上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、本社債のユーロ市場における発行額面金額の総額と同

額であり、本書に記載の条件に基づき本社債の需要状況把握のために行われるブック・ビルディングの結

果を勘案した上で、2016年３月31日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載

される売出券面額の総額および売出価額の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注２)　下記「２ 売出しの条件」に記載のとおり申込期間が繰り下げられた場合には、それに伴って発行日、利

息起算日、利払日および満期日のすべてまたはそれらのいずれかが繰り下げられることがある。

(注３)　本社債の償還は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、満期日に、満期償還額

（下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の概要、(2) 償還および買入れ、(B) 満期

における償還」に定義する。）の支払いによりなされる。ただし、本社債は、満期日よりも前に償還され

る場合がある。期限前の償還については、下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の

概要、(2) 償還および買入れ」の「(A) 早期償還」、「(B) 満期における償還」、「(C) 税制上の理由に

よる期限前償還」、「(D) 特別税制償還」および「(E) 規制上の理由による期限前償還」ならびに「３

売出社債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の概要、(5) 債務不履行事由」を参照のこと。

(注４)　本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者か

ら提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に

供される予定の信用格付はない。

（後略）

 

＜訂正後＞

銘柄
売出券面額の総額または

売出振替社債の総額
売出価額の総額

売出しに係る社債の

所有者の住所および

氏名または名称

ソシエテ ジェネラル 2021年

４月13日満期 早期償還条項

付 ノックイン型日米２指数

（日経平均株価・S&P500指

数）参照デジタル・クーポン

円建社債（以下「本社債」と

いう。）

804,000,000円

(注１)

804,000,000円

(注１)

あおぞら証券株式会社

東京都千代田区九段南一丁目

３番１号

（以下「売出人」という。）

（中略）

本社債の利率は以下のとおりである。

(1)　2016年４月13日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2016年７月13日（以下「固定利払

日」という。）（同日を含まない。）までの利息計算期間（以下に定義する。）について：　年率5.30％

(2)　2016年７月13日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（以下「変動利

息計算期間」という。）について：　以下に従って決定される利率
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(ⅰ)　計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率決定日に

おけるすべての対象指数に係る対象指数終値が当該対象指数に係る利率判定水準と等しいか、または

それを上回る価格であったと決定した場合：　年率5.30％

(ⅱ)　計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率決定日に

おける少なくとも１つの対象指数に係る対象指数終値が当該対象指数に係る利率判定水準を下回る価

格であったと決定した場合：　年率0.10％

「変動利払日」、「利率決定日」、「対象指数」、「対象指数終値」および「利率判定水準」の定義につ

いては下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本書における定義」を、本社債の利息の計算の詳細

については下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の概要、(1) 利息」を参照のこ

と。

本社債に係る利息の支払いは以下のとおりである。

利息は利息起算日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの期間について、上記利率を付し、

2016年７月13日を初回として、満期日（同日を含む。）までの期間、毎年１月13日、４月13日、７月13日およ

び10月13日（以下「利払日」という。）に、利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前の利払日

（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの期間（以下「利息計算期間」という。）につい

て後払いする。

本社債の満期日は2021年４月13日であり、修正翌営業日規定（以下に定義する。）により調整される。 (注２)

（中略）

本社債は、2016年４月12日（以下「発行日」という。）に、ソシエテ ジェネラル（以下「発行会社」または「ソ

シエテ ジェネラル」という。）の債務証券発行プログラム（以下「本プログラム」という。）に関し、発行会社

および財務代理人たるソシエテ ジェネラル バンク アンド トラスト（以下「財務代理人」という。）その他の当

事者により締結された2015年10月26日付変更改定済代理契約（以下「代理契約」という。）に基づき、ユーロ市場

で発行される。本社債は、本社債が大券によって表章され、ユーロクリア・バンク・エス・エー／エヌ・ヴィ（以

下「ユーロクリア」という。）および／または（場合により）クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニ

ム（以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。）によって保管されている間は、発行会社その他の当事

者によって署名された2015年10月26日付約款（以下「約款」という。）の利益を享受する。本社債は、いずれの証

券取引所（有価証券の売買を行う金融商品市場を開設する金融商品取引所または外国金融商品市場を開設する者を

いう。以下同じ。）にも上場されない予定である。

(注１)　上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、本社債のユーロ市場における発行額面金額の総額と同

額である。

(注２)　本社債の償還は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、満期日に、満期償還額

（下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の概要、(2) 償還および買入れ、(B) 満期

における償還」に定義する。）の支払いによりなされる。ただし、本社債は、満期日よりも前に償還され

る場合がある。期限前の償還については、下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の

概要、(2) 償還および買入れ」の「(A) 早期償還」、「(B) 満期における償還」、「(C) 税制上の理由に

よる期限前償還」、「(D) 特別税制償還」および「(E) 規制上の理由による期限前償還」ならびに「３

売出社債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の概要、(5) 債務不履行事由」を参照のこと。

(注３)　本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者か

ら提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に

供される予定の信用格付はない。

（後略）

２ 【売出しの条件】

＜訂正前＞
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売出価格

 申込期間 申込単位
申込

証拠金
受渡期日 申込受付場所

売出しの委託

を受けた者の

住所および

氏名または名称

売出しの委託

契約の内容

額面金額

の100％

2016年４月

５日から同

年４月12日

まで(注１)

額面

100 万 円

単位

なし 2016年４月

13日（日本

時 間 ）( 注

１)

売出人および下

記の売出取扱人

の日本における

本店および各支

店(注２)

該当事項なし 該当事項なし

 

(注１)　一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、申込期間をおおむね１週間程度の範囲

内で繰り下げることがある。その場合、受渡期日もそれに伴って繰り下げられる。

(注２)　売出人は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関（以下「売出取扱人」という。）に、本社債の売

出しの取扱業務を委託している。

 

名称：株式会社あおぞら銀行

住所：東京都千代田区九段南一丁目３番１号

（中略）

(注３)　本社債は、アメリカ合衆国1933年証券法（その後の改正を含む。）（以下「証券法」という。）に基づ

き、またはアメリカ合衆国の州その他の法域の証券規制当局に登録されておらず、今後登録される予定も

ない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、

または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために（証券法に基づくレギュレーションＳにより定義され

た意味を有する。）、本社債の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行うことはできな

い。

 

＜訂正後＞

売出価格 申込期間 申込単位
申込

証拠金
受渡期日 申込受付場所

売出しの委託

を受けた者の

住所および

氏名または名称

売出しの委託

契約の内容

額面金額

の100％

2016年４月

５日から同

年４月12日

まで

額面

100 万 円

単位

なし 2016年４月

13日（日本

時間）

売出人および下

記の売出取扱人

の日本における

本店および各支

店(注１)

該当事項なし 該当事項なし

 

(注１)　売出人は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関（以下「売出取扱人」という。）に、本社債の売

出しの取扱業務を委託している。

 

名称：株式会社あおぞら銀行

住所：東京都千代田区九段南一丁目３番１号

（中略）

(注２)　本社債は、アメリカ合衆国1933年証券法（その後の改正を含む。）（以下「証券法」という。）に基づ

き、またはアメリカ合衆国の州その他の法域の証券規制当局に登録されておらず、今後登録される予定も

ない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、

または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために（証券法に基づくレギュレーションＳにより定義され

た意味を有する。）、本社債の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行うことはできな

い。
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